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質  問  回  答 

2021年 12月 9日 

「（案件名）イラク国持続可能な都市づくりに向けたエルビル都市開発マスタープラン更新プロジェクト」 

 （公示日：2021年 11月 24日／調達管理番号：21a00850）について、質問と回答は以下の通りです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 

第 1 章 8 プロポーザル等の提出

（6）見積書（p.5） 

GIS データ更新として 2 千万円の定額見積が指示されてい

ますが、p.21 では 1.5 千万円と記載されております。どちら

が正でしょうか。 

2千万円が正となります。 

従いまして、「企画競争説明書：

P.21 1 行目（10）ベースマップ」記

載の 1,500 万円を「2,000 万円」と

修正します。 

2 

第3章 特記仕様書案 第7条 業

務の内容 2．エルビルの現況把握

及び課題の分析（p.22、23） 

「（1）エルビル市の現状把握と分析」に道路・都市交通分野

における記載がありません。プロポーザルでその調査方法

とともに追加することは可能でしょうか。あるいは、他の項目

番号（例えば「5．セクター別計画の分析及び更新」）で想定

されているのでしょうか。 

道路・都市交通分野の調査を追加

することは可能です。 

3 

第3章 特記仕様書案 第7条 業

務の内容 5．セクター別計画の分

析及び更新（p.24、25） 

「道路」が抜けているように思われますが、「都市交通」に含

んでいるという認識でしょうか。 

道路は都市交通の一部として下さ

い。 

4 

第3章 特記仕様書案 第7条 業

務の内容 6．優先地域における詳

細計画の策定（p.25） 

 

優先地域の選定結果によっては、詳細計画の内容が異なっ

てきて、アサインする専門家の分野、M/M も変わってくると

思います。プロポーザルでの対応方法をご指示いただける

と幸いです。 

優先地域の選定結果に応じて、詳

細計画の内容及びアサインする専

門家を契約締結後に変更すること

は可とします。M/Mについては全体

で 55M/Mの内数での対応を前提と

します。プロポーザル上は当該業務

に割り当てる各種費用及び前提条
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件について明示下さい。 

5 

第3章 特記仕様書案 第7条 業

務の内容 8．エルビル MPの実施

促進に向けたツール・手法整備

（p.25、26） 

（2）（3）については提案の内容、具体性によって、作業内

容、作業量が大きく変化すると想定されます。具体的になっ

た段階で契約変更等の対応を想定されているのでしょうか。 

４．同様、提案内容の具体化に伴う

契約の範囲内での変更を可としま

す。イラク側カウンターパート機関へ

の技術移転を意図した業務となるた

め、カウンターパート機関の実務能

力を踏まえたレベル感での作業内

容、作業量とすることにもご留意くだ

さい。 

6 

第 4 章 業務実施上の条件 （3）

現地再委託（p.30） 

交通量調査に関して、現状、信頼できる交通量データは存

在していません。現状の交通量を把握するための調査が必

要です。 

調査は再委託を想定しているため、別見積とさせていただけ

ませんでしょうか。 

交通量データを入手する必要があ

る場合には、本見積に含めてくださ

い。非集計型モデルでの交通量デ

ータの集計方法の採用も可としま

す。 

7 

第 1 章 8 プロポーザル等の提出

（6）見積書 6）その他留意事項 

（p.6） 

「イラク国内における宿泊につい

ては、実費精算としますが、見積

積算上の宿泊料は、指定上限額

を用いてください」 

本記載の趣旨としては、見積積算上は貴機構経理処理ガイ

ドライン指定の上限額を用いつつ、現地の状況により高額な

ホテルに宿泊せざるを得ない場合は、指定上限額を超過し

て実費による精算を認めていただける、という理解で間違い

ありませんでしょうか。 

ご理解の通りです。 

8 

第3章 特記仕様書案 第7条 業

務の内容 9．(2) 本邦研修（スタデ

ィーツアー）の実施（p.26） 

業務従事者は、（中略）「受入」、

「研修実施」、「研修監理」業務を

行うこととする 

貴機構「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガ

イドライン（2017年 6月版）」には、「業務実施契約に包括す

る業務の対象は、原則「実施業務」のみとし、それ以外の

「受入業務」及び「監理業務」は、JICA 国内事業部／国内

機関又は事業担当部で対応します。」とあります。本件業務

でも同様に、業務従事者の実施する業務は「研修実施」の

本指示については、機構「コンサル

タント等契約における研修・招へい

実施ガイドライン（2017年 6月版）」

に基づき、「業務実施契約に包括す

る業務の対象は、原則「実施業務」

のみとし、それ以外の「受入業務」
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みとさせていただけませんでしょうか。 

もしも「受入」「研修監理」も実施しなければならない場合は、

本件業務がガイドラインに記載の原則と異なる理由をご教

示ください。また、その場合、「受入」及び「研修監理」に要す

る経費も本件業務の見積もりに含めるという認識でよろしい

でしょうか。 

及び「監理業務」は、JICA 国内事

業部／国内機関又は事業担当部で

対応するものとします。本件業務で

は、業務従事者の実施する業務は

「研修実施」のみとしてください。 

 

 

以 上  


